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規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は、2025 年 10 月 21 日開催の役員会におきまして、下記 1 乃至 5 に記載の規約一部変更

案及び役員選任案を 2025 年 11 月 28 日に開催される本投資法人の投資主総会に付議することについて

決議しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

1. 規約一部変更の主な内容及び理由について 

(1) 第 19 条「執行役員の員数」及び第 22 条「監督役員の員数」関連 

本投資法人のポートフォリオの収益性や他の上場投資法人における役員人数を考慮して、本投

資法人の適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために、執行役員

及び監督役員の員数の上限を設けるよう規定を改定するとともに、表現の調整に伴う変更を行う

ものです。 

（変更後の規約第19条、第22条、第26条） 

(2) 第 26 条「役員会の招集権者及び議長」関連 

役員会運営の安定性と継続性を確保することを目的として、役員会の議長について、すべての

執行役員に事故がある場合の対応を明確化するために、規定を改定するものです。 

（変更後の規約第26条） 

(3) 第 29 条「役員会の議事録」関連 

事務の効率化・合理化を図るとともに、柔軟な運営体制の整備を目的として、役員会の議事録

を、電磁的記録をもって作成することが可能となるよう規定を改定するものです。 

（変更後の規約第29条） 

(4) 第 41 条「資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準」関連 

資産運用会社に対する報酬について、投資主利益との連動性をより高めること等を目的とし

て、以下のとおり変更を行うものです。 

①資産運用会社に対する運用報酬1について、総資産額ではなく、取得価格総額に連動した報

酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。 

②資産運用会社に対する運用報酬2について、調整後当期利益ではなく、分配金額に連動した

報酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。 

③その他、表現の調整に伴う変更を行うものです。 

（変更後の規約第41条） 

(5) 附則関連 

上記(4)による変更後の資産運用報酬について、2026年3月1日に開始する本投資法人の決算期

間に支払う報酬から適用するため、附則を新設するものです。 

（変更後の附則） 

  



 

 

(6) 別紙 3「金銭の分配の方針について」関連 

投信法及び投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みま

す。）の改正により「出資総額等の合計額」の定義が規定されたことに伴い、本投資法人の規約

においても法令の規定と内容をあわせるために、規定を改定するものです。 

（変更後の規約別紙3「金銭の分配の方針について」「1.利益の分配」(1)） 

(7) 制定・改定履歴関連 

上記の規約改定に伴い、制定・改定履歴の変更を行うものです。 

（変更後の制定・改定履歴） 

 

（規約変更の詳細については、添付資料「第16回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2. 執行役員1名選任について 

執行役員三浦洋から、本投資主総会の終結の時をもって執行役員を辞任したい旨の申し出があり

ましたので、後任の執行役員 1 名の選任をお願いするものです。なお、本議案によって選任される執

行役員の任期は、本投資法人規約第 21 条第 1 項ただし書に基づき、就任する 2025 年 11 月 28 日よ

り、選任後 2 年を経過した日の翌日から 30 日以内に開催される執行役員の選任を議題とする投資主

総会の終結の時までとします。 

また、本議案は、2025 年 10 月 21 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意を

得て提出されたものです。 

 

（執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 16 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

3. 補欠執行役員1名選任について 

執行役員が欠けた場合に備え、補欠執行役員 1 名の選任をお願いするものです。本議案において、

補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第 21 条第 3 項に基づき、第

2 号議案における執行役員の任期が満了する時までとします。 

また、補欠執行役員の選任の効力は、執行役員に就任する前に限り、本投資法人の役員会の決議に

より、その選任を取り消すことができるものとします。 

なお、本議案は、2025 年 10 月 21 日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意を

得て提出されたものです。 

 

（補欠執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 16 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

4. 監督役員2名選任について 

監督役員押味由佳子からは、本投資主総会の終結の時をもって監督役員を辞任したい旨の申し出

があり、また、監督役員五十嵐殉也及び小西めぐみの 2 名からは、任期の調整のため、本投資主総会

の終結の時をもって監督役員を一旦辞任したい旨の申し出がありましたので、改めて監督役員 2 名

の選任をお願いするものです。なお、本議案によって選任される監督役員の任期は、本投資法人規約

第 24 条第 1 項ただし書に基づき、就任する 2025 年 11 月 28 日より、選任後 2 年を経過した日の翌

日から 30 日以内に開催される監督役員の選任を議題とする投資主総会の終結の時までとします。 

 

（監督役員 2 名選任の詳細については、添付資料「第 16 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

5. 補欠監督役員1名選任について 

監督役員が欠けた場合に備え、補欠監督役員 1 名の選任をお願いするものです。本議案において、

補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人規約第 24 条第 3 項に基づき、第

4 号議案における監督役員の任期が満了する時までとします。 

また、補欠監督役員の選任の効力は、監督役員に就任する前に限り、本投資法人の役員会の決議に

より、その選任を取り消すことができるものとします。 



 

 

 

（補欠監督役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 16 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

6. 日程 

2025 年 10 月 21 日 投資主総会提出議案承認役員会 

2025 年 11 月 12 日 投資主総会招集通知の発送（予定） 

2025 年 11 月 28 日 投資主総会開催（予定） 

 

以 上 

 

添付資料 第 16 回投資主総会招集ご通知 











 


























